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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の動作を行う装置に設けられている部材の移動を監視するための監視用ＩＣタグを
備えた装置と、前記監視用ＩＣタグによる監視結果である監視情報の閲覧を行う携帯情報
端末とが通信する監視システムであって、
前記監視システムは、
　前記監視用ＩＣタグと通信を行い前記部材の移動を監視し、前記携帯情報端末と通信す
るための管理用ＩＣタグを備えたＩＣタグ監視装置から送信された呼出波に応答して反射
波を放出するＲＦ回路を備え、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶した認証用
ＩＣタグを備えた認証部材を備え、
前記装置は、
　前記ＩＣタグ監視装置を備え、
前記携帯情報端末は、
　前記管理用ＩＣタグへ前記監視情報の送信を依頼する依頼情報を送信する第１依頼情報
送信手段と、
　前記管理用ＩＣタグから送信された前記監視情報を受信する第２監視情報受信手段と
　を備え、
前記管理用ＩＣタグは、
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶する管理用ＩＣタグ識別情報記憶手段と
、
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　前記第１依頼情報送信手段から送信された前記依頼情報を受信する第１依頼情報受信手
段と、
　当該第１依頼情報受信手段が受信した前記依頼情報を前記ＩＣタグ監視装置へ送信する
第２依頼情報送信手段と、
　前記ＩＣタグ監視装置から送信された前記監視情報を受信する第１監視情報受信手段と
、
　当該第１監視情報受信手段が受信した前記監視情報を前記第２監視情報受信手段へ送信
する第２監視情報送信手段と
　を備え、
前記ＩＣタグ監視装置は、
　前記監視情報を記憶する監視情報記憶手段と、
　前記第２依頼情報送信手段から送信された前記依頼情報を受信する第２依頼情報受信手
段と、
　前記監視情報記憶手段に記憶されている前記監視情報を前記第１監視情報受信手段に送
信する第１監視情報送信手段と、
　前記認証用ＩＣタグの識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
　前記認証用ＩＣタグを呼び出す前記呼出波を送信する呼出波送信手段と、
　前記認証用ＩＣタグから返送される前記反射波を受信する反射波受信手段と、
　当該反射波受信手段が、前記識別情報記憶手段に記憶されている前記識別情報と同一の
識別情報を含む前記反射波を受信した場合に、前記装置を認証状態とする認証判定手段と
、
　前記第２依頼情報受信手段が前記依頼情報を受信した際に、前記装置が認証状態である
場合に、前記第１監視情報送信手段は前記監視情報記憶手段に記憶されている前記監視情
報を前記第１監視情報受信手段に送信する監視情報送信制御手段と
　を備えたことを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記監視情報は、前記装置の前記部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び前記
監視用ＩＣタグが備えられている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履
歴データであることを特徴とする請求項１に記載の監視システム。
【請求項３】
　前記装置は、遊技機であることを特徴とする請求項１又は２に記載の監視システム。
【請求項４】
　前記遊技機は、
　当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定するための機枠と、
　前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、
　遊技球が流下する遊技領域を保護するための前面枠と、
　鍵と錠とで構成され、前記機枠と前記本体枠、及び前記本体枠と前記前面枠とを施錠す
る施錠装置と
　を備え、
　前記認証部材は前記鍵に備えられていることを特徴とする請求項３に記載の監視システ
ム。
【請求項５】
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶し、呼出波に応答して反射波を放出する
ＲＦ回路を備えている認証用ＩＣタグを備えた認証部材の認証が可能であり、自身に設け
られている部材の移動を監視するための監視用ＩＣタグを備え、前記監視用ＩＣタグによ
る監視結果である監視情報の閲覧を行う携帯情報端末と管理用ＩＣタグを介して通信する
所定の動作を行う装置であって、
前記装置は、
　前記監視用ＩＣタグと通信を行い前記部材の移動を監視し、前記携帯情報端末と通信す
るための前記管理用ＩＣタグを備えたＩＣタグ監視装置を備え、
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前記管理用ＩＣタグは、
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶する管理用ＩＣタグ識別情報記憶手段と
、
　前記携帯情報端末から送信された前記監視情報の送信を依頼する依頼情報を受信する第
１依頼情報受信手段と、
　当該第１依頼情報受信手段が受信した前記依頼情報を前記ＩＣタグ監視装置へ送信する
第２依頼情報送信手段と、
　前記ＩＣタグ監視装置から送信された前記監視情報を受信する第１監視情報受信手段と
、
　当該第１監視情報受信手段が受信した前記監視情報を前記携帯情報端末へ送信する第２
監視情報送信手段と
　を備え、
前記ＩＣタグ監視装置は、
　前記監視情報を記憶する監視情報記憶手段と、
　前記第２依頼情報送信手段から送信された前記依頼情報を受信する第２依頼情報受信手
段と、
　前記監視情報記憶手段に記憶されている前記監視情報を前記第１監視情報受信手段に送
信する第１監視情報送信手段と、
　前記認証用ＩＣタグの識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
　前記認証用ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、
　前記認証用ＩＣタグから返送される反射波を受信する反射波受信手段と、
　当該反射波受信手段が、前記識別情報記憶手段に記憶されている前記識別情報と同一の
識別情報を含む前記反射波を受信した場合に、前記装置を認証状態とする認証判定手段と
、
　前記第２依頼情報受信手段が前記依頼情報を受信した際に、前記装置が認証状態である
場合に、前記第１監視情報送信手段は前記監視情報記憶手段に記憶されている前記監視情
報を前記携帯情報端末に送信する監視情報送信制御手段と
　を備えたことを特徴とするＩＣタグを備えた装置。
【請求項６】
　前記監視情報は、前記装置の前記部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び前記
監視用ＩＣタグが備えられている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履
歴データであることを特徴とする請求項５に記載のＩＣタグを備えた装置。
【請求項７】
　前記装置は、遊技機であることを特徴とする請求項５又は６に記載のＩＣタグを備えた
装置。
【請求項８】
　前記遊技機は、
　当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定するための機枠と、
　前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、
　遊技球が流下する遊技領域を保護するための前面枠と、
　鍵と錠とで構成され、前記機枠と前記本体枠、及び前記本体枠と前記前面枠とを施錠す
る施錠装置と
　を備え、
　前記認証部材は前記鍵に備えられていることを特徴とする請求項７に記載のＩＣタグを
備えた装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、監視システム及びＩＣタグを備えた装置に関し、詳細には、自身に設けられ
ている部材の移動を監視するための監視用ＩＣタグや携帯情報端末と通信するための管理
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用ＩＣタグを備えた所定の動作を行う装置を監視する監視システム及びＩＣタグを備えた
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、所定の動作を行う装置の一種である遊技機のうちパチンコ機においては、遊技者
が不当に遊技球を獲得する不正行為が後を絶たず、種々の防止策が施されている。特に、
遊技機の制御を司る制御基板の不正改造、例えば、不正ＲＯＭへの交換を防止するために
、制御基板を収納する基板ボックスには、様々な工夫が施されている。例えば、基板ボッ
クスに封印シールを設けたり、また、制御基板に触われないように、基板ボックスを閉じ
るかしめ方向にのみ回転する封印ビスによって、基板ボックスの開放を困難にしているも
のがある（例えば、特許文献１参照）。さらに、可動接点を用いて収納ボックスの開閉を
検出して、その検出信号を記憶して、発光ダイオードにより報知するようにしているもの
もある（例えば、特許文献２参照）。また、基板ボックスの表面にＩＣタグを貼着し、Ｉ
Ｄ読取装置からの送信要求に応じてＩＣタグからその内部に記憶された識別情報をＩＤ読
取装置に送信させ、識別情報を確認することにより、基板ボックスごと制御基板がすり替
えられたか否かを判断するようになっているものもある（例えば、特許文献３参照）。
【０００３】
【特許文献１】
　　　　　特開平１０－２１６３２４号公報
【特許文献２】
　　　　　特開平９－３４３６５号公報
【特許文献３】
　　　　　特開２０００－２８８２１８号公報
【０００４】
　しかし、封印シールを用いるものでは、基板ボックスを開放して不正ＲＯＭへの交換が
終了した後に、精巧な偽造封印シールを張られてしまうと基板ボックスが開閉されたか否
かを判断することは困難だった。また、封印ビスを用いるものでは、特殊な工具で強制的
に封印ビスを開放方向へ回して基板ボックスを開放して不正ＲＯＭへの交換が行われてし
まうことがあった。さらに、可動接点を用いて基板ボックスの開閉を検出するものでは、
基板ボックスは、通常透明の樹脂により形成されているために、収納ボックスの開閉を検
出する可動接点が用いられているのが目視により分かり、基板収納ボックスの隙間から、
ピアノ線などを入れて可動接点が動かないようにされてしまい、基板ボックスの開閉を検
出することができなくなると言う問題点があった。さらに、上記の従来技術では、基板ボ
ックスが開閉されたか否かは、制御基板を目視しないと判断できないという問題点があり
、このような不正行為は夜間に行われることが多いが、遊技場に何百台とある遊技機を毎
朝点検確認するのは煩雑であった。
【０００５】
　そこで、本出願人は特願２００２－２４５９９９号で遊技機の状態を監視する監視シス
テム、遊技機及び装置管理システムを提案した。この出願では、遊技機の一種であるパチ
ンコ機の基板ボックス開閉カバー及び大入賞口の開閉扉に監視用ＩＣタグを各々取り付け
、これらの監視用ＩＣタグと通信するリーダライタユニット（ＩＣタグ監視装置）が、適
時監視用ＩＣタグに呼出波を送信し、ＩＣタグから予めＩＣタグ監視装置に記憶されてい
る監視用ＩＣタグのＩＤコードが含まれている反射波が返送されてくるか否かにより、部
材の開閉を監視している。そして、監視履歴読取装置は遊技機の前面側に設けられた履歴
管理用ＩＣタグと非接触で通信することにより、監視履歴データを取得することができ、
係員は監視履歴データを監視履歴読取装置で容易に閲覧することができる。監視履歴読取
装置は、この履歴管理用ＩＣタグを介して通信することにより、パチンコ機を開いてＩＣ
タグ監視装置に接続する必要がない。尚、大入賞口は通常は閉鎖された状態であり、この
大入賞口が開放され、遊技球が入球すると遊技者は多数の遊技球を獲得できるため、薄い
プラスチック板などで不正に開閉扉を開いて、遊技球を入賞させるという不正が発生して
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いる。そのため、大入賞口の開閉扉の開放の監視が必要となる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、特願２００２－２４５９９９号における発明においては、誰もが監視履
歴読取装置を使用して遊技機の監視履歴データを閲覧することができるという問題がある
。
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、自身に設けられている部材
の移動を監視するための監視用ＩＣタグを備えた所定の動作を行う装置を監視し、権利の
ある者だけが監視履歴情報を取得できる監視システム及びＩＣタグを備えた装置を提供す
ることを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１に係る発明の監視システムでは、自身に設けられて
いる部材の移動を監視するための監視用ＩＣタグを備えた装置と、前記監視用ＩＣタグに
よる監視結果である監視情報の閲覧を行う携帯情報端末とが通信する監視システム監視シ
ステムであって、前記監視システムは、前記監視用ＩＣタグと通信を行い前記部材の移動
を監視し、前記携帯情報端末と通信するための管理用ＩＣタグを備えたＩＣタグ監視装置
から送信された呼出波に応答して反射波を放出するＲＦ回路を備え、他のＩＣタグと区別
するための識別情報を記憶した認証用ＩＣタグを備えた認証部材を備え、前記装置は、前
記ＩＣタグ監視装置を備え、前記携帯情報端末は、前記管理用ＩＣタグへ前記監視情報の
送信を依頼する依頼情報を送信する第１依頼情報送信手段と、前記管理用ＩＣタグから送
信された前記監視情報を受信する第２監視情報受信手段とを備え、前記管理用ＩＣタグは
、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶する管理用ＩＣタグ識別情報記憶手段と
、前記第１依頼情報送信手段から送信された前記依頼情報を受信する第１依頼情報受信手
段と、当該第１依頼情報受信手段が受信した前記依頼情報を前記ＩＣタグ監視装置へ送信
する第２依頼情報送信手段と、前記ＩＣタグ監視装置から送信された前記監視情報を受信
する第１監視情報受信手段と、当該第１監視情報受信手段が受信した前記監視情報を前記
第２監視情報受信手段へ送信する第２監視情報送信手段とを備え、前記ＩＣタグ監視装置
は、前記監視情報を記憶する監視情報記憶手段と、前記第２依頼情報送信手段から送信さ
れた前記依頼情報を受信する第２依頼情報受信手段と、前記監視情報記憶手段に記憶され
ている前記監視情報を前記第１監視情報受信手段に送信する第１監視情報送信手段と、前
記認証用ＩＣタグの識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、前記認証用ＩＣタグを呼び
出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、前記認証用ＩＣタグから返送される反射波を受
信する反射波受信手段と、当該反射波受信手段が、前記識別情報記憶手段に記憶されてい
る前記識別情報と同一の識別情報を含む前記反射波を受信した場合に、前記装置を認証状
態とする認証判定手段と、前記第２依頼情報受信手段が前記依頼情報を受信した際に、前
記装置が認証状態である場合に、前記第１監視情報送信手段は前記監視情報記憶手段に記
憶されている前記監視情報を前記第１監視情報受信手段に送信する監視情報送信制御手段
とを備えている。
【０００９】
　この構成の監視システムでは、監視システムの認証部材に備えられた認証用ＩＣタグは
、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶する。また、装置のＩＣタグ監視装置に
備えられた管理用ＩＣタグは、監視用ＩＣタグと通信を行い部材の移動を監視し、携帯情
報端末と通信する。また、携帯情報端末の第１依頼情報送信手段は、管理用ＩＣタグへ監
視情報の送信を依頼する依頼情報を送信し、第２監視情報受信手段は、管理用ＩＣタグか
ら送信された監視情報を受信する。また、管理用ＩＣタグの管理用ＩＣタグ識別情報記憶
手段は、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶し、第１依頼情報受信手段は、第
１依頼情報送信手段から送信された依頼情報を受信し、第２依頼情報送信手段は、第１依
頼情報受信手段が受信した依頼情報をＩＣタグ監視装置へ送信し、第１監視情報受信手段
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は、ＩＣタグ監視装置から送信された監視情報を受信し、第２監視情報送信手段は、第１
監視情報受信手段が受信した監視情報を第２監視情報受信手段へ送信する。また、ＩＣタ
グ監視装置の監視情報記憶手段は、監視情報を記憶し、第２依頼情報受信手段は、第２依
頼情報送信手段から送信された依頼情報を受信し、第１監視情報送信手段は、監視情報記
憶手段に記憶されている監視情報を第１監視情報受信手段に送信し、識別情報記憶手段は
、認証用ＩＣタグの識別情報を記憶し、呼出波送信手段は、認証用ＩＣタグを呼び出す呼
出波を送信し、反射波受信手段は、認証用ＩＣタグから返送される反射波を受信し、認証
判定手段は、反射波受信手段が、識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と同一の識
別情報を含む反射波を受信した場合に、装置を認証状態に移行とし、監視情報送信制御手
段は、第２依頼情報受信手段が依頼情報を受信した際に、装置が認証状態である場合に、
第１監視情報送信手段は監視情報記憶手段に記憶されている監視情報を第１監視情報受信
手段に送信する。
【００１０】
　また、請求項２に係る発明の監視システムでは、請求項１に記載の発明の構成に加えて
、前記監視情報は、前記装置の前記部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び前記
監視用ＩＣタグが備えられている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履
歴データであることを特徴とする構成となっている。
【００１１】
　この構成の監視システムでは、請求項１に記載の発明の作用に加えて、監視情報は、装
置の部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び監視用ＩＣタグが備えられている位
置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履歴データが用いられる。
【００１２】
　また、請求項３に係る発明の監視システムでは、請求項１又は２に記載の発明の構成に
加えて、前記装置は遊技機であることを特徴とする構成となっている。
【００１３】
　この構成の監視システムでは、請求項１又は２に記載の発明の作用に加えて、装置は遊
技機が用いられる。
【００１４】
　また、請求項４に係る発明の監視システムでは、請求項３に記載の発明の構成に加えて
、前記遊技機は、当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定するための機枠
と、前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、遊技球が流下する遊技領域
を保護するための前面枠と、鍵と錠とで構成され、前記機枠と前記本体枠、及び前記本体
枠と前記前面枠とを施錠する施錠装置とを備え、前記認証部材は前記鍵に備えられている
ことを特徴とする構成となっている。
【００１５】
　この構成の監視システムでは、請求項３に記載の発明の作用に加えて、遊技機の機枠は
遊技機を設置する遊技機設置台に遊技機を固定し、本体枠は遊技機の本体を機枠に設置し
、前面枠は遊技球が流下する遊技領域を保護する。また、鍵と錠とで構成された施錠装置
は、機枠と本体枠、及び本体枠と前面枠とを施錠し、鍵は認証部材を備えている。
【００１６】
　また、請求項５に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、他のＩＣタグと区別するため
の識別情報を記憶している認証用ＩＣタグを備えた認証部材の認証が可能であり、自身に
設けられている部材の移動を監視するための監視用ＩＣタグを備え、前記監視用ＩＣタグ
による監視結果である監視情報の閲覧を行う携帯情報端末と管理用ＩＣタグを介して通信
する装置であって、前記装置は、前記監視用ＩＣタグと通信を行い前記部材の移動を監視
し、前記携帯情報端末と通信するための前記管理用ＩＣタグを備えたＩＣタグ監視装置を
備え、前記管理用ＩＣタグは、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶する管理用
ＩＣタグ識別情報記憶手段と、前記携帯情報端末から送信された前記監視情報の送信を依
頼する依頼情報を受信する第１依頼情報受信手段と、当該第１依頼情報受信手段が受信し
た前記依頼情報を前記ＩＣタグ監視装置へ送信する第２依頼情報送信手段と、前記ＩＣタ
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グ監視装置から送信された前記監視情報を受信する第１監視情報受信手段と、当該第１監
視情報受信手段が受信した前記監視情報を前記携帯情報端末へ送信する第２監視情報送信
手段とを備え、前記ＩＣタグ監視装置は、前記監視情報を記憶する監視情報記憶手段と、
前記第２依頼情報送信手段から送信された前記依頼情報を受信する第２依頼情報受信手段
と、前記監視情報記憶手段に記憶されている前記監視情報を前記第１監視情報受信手段に
送信する第１監視情報送信手段と、前記認証用ＩＣタグの識別情報を記憶する識別情報記
憶手段と、前記認証用ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、前記認証
用ＩＣタグから返送される反射波を受信する反射波受信手段と、当該反射波受信手段が、
前記識別情報記憶手段に記憶されている前記識別情報と同一の識別情報を含む前記反射波
を受信した場合に、前記装置を認証状態とする認証判定手段と、前記第２依頼情報受信手
段が前記依頼情報を受信した際に、前記装置が認証状態である場合に、前記第１監視情報
送信手段は前記監視情報記憶手段に記憶されている前記監視情報を前記携帯情報端末に送
信する監視情報送信制御手段とを備えている。
【００１７】
　この構成のＩＣタグを備えた装置では、ＩＣタグ監視装置に備えられた管理用ＩＣタグ
は、監視用ＩＣタグと通信を行い部材の移動を監視し、携帯情報端末と通信する。また、
管理用ＩＣタグの管理用ＩＣタグ識別情報記憶手段は、他のＩＣタグと区別するための識
別情報を記憶し、第１依頼情報受信手段は、携帯情報端末から送信された監視情報の送信
を依頼する依頼情報を受信し、第２依頼情報送信手段は、第１依頼情報受信手段が受信し
た依頼情報をＩＣタグ監視装置へ送信し、第１監視情報受信手段は、ＩＣタグ監視装置か
ら送信された監視情報を受信し、第２監視情報送信手段は、第１監視情報受信手段が受信
した監視情報を携帯情報端末へ送信する。また、ＩＣタグ監視装置の監視情報記憶手段は
、監視情報を記憶し、第２依頼情報受信手段は、第２依頼情報送信手段から送信された依
頼情報を受信し、第１監視情報送信手段は、監視情報記憶手段に記憶されている監視情報
を第１監視情報受信手段に送信し、識別情報記憶手段は、認証用ＩＣタグの識別情報を記
憶し、呼出波送信手段は、認証用ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信し、反射波受信手段は
、認証用ＩＣタグから返送される反射波を受信し、認証判定手段は、反射波受信手段が、
識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と同一の識別情報を含む反射波を受信した場
合に、装置を認証状態に移行とし、監視情報送信制御手段は、第２依頼情報受信手段が依
頼情報を受信した際に、装置が認証状態である場合に、第１監視情報送信手段は監視情報
記憶手段に記憶されている監視情報を携帯情報端末に送信する。
【００１８】
　また、請求項６に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、請求項５に記載の発明の構成
に加えて、前記監視情報は、前記装置の前記部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果
及び前記監視用ＩＣタグが備えられている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つ
を含む履歴データであることを特徴とする構成となっている。
【００１９】
　この構成のＩＣタグを備えた装置では、請求項５に記載の発明の作用に加えて、監視情
報は、装置の部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び監視用ＩＣタグが備えられ
ている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履歴データが用いられる。
【００２０】
　また、請求項７に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、請求項５又は６に記載の発明
の構成に加えて、前記装置は遊技機であることを特徴とする構成となっている。
【００２１】
　この構成のＩＣタグを備えた装置では、請求項５又は６に記載の発明の作用に加えて、
装置は遊技機が用いられる。
【００２２】
　また、請求項８に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、請求項７に記載の発明の構成
に加えて、前記遊技機は、当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定するた
めの機枠と、前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、遊技球が流下する
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遊技領域を保護するための前面枠と、鍵と錠とで構成され、前記機枠と前記本体枠、及び
前記本体枠と前記前面枠とを施錠する施錠装置とを備え、前記認証部材は前記鍵に備えら
れていることを特徴とする構成となっている。
【００２３】
　この構成のＩＣタグを備えた装置では、請求項７に記載の発明の作用に加えて、遊技機
の機枠は遊技機を設置する遊技機設置台に遊技機を固定し、本体枠は遊技機の本体を機枠
に設置し、前面枠は遊技球が流下する遊技領域を保護する。また、鍵と錠とで構成された
施錠装置は、機枠と本体枠、及び本体枠と前面枠とを施錠し、鍵は認証部材を備えている
。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して以下の順で説明する。
1.システム構成の概要説明
2.装置の説明
3.携帯情報端末の説明
4.ＩＣタグ監視装置での監視に関する説明
5.携帯情報端末での監視情報の閲覧に関する説明
6.実施の形態と請求項との対比
7.実施の形態の効果
8.変形例の説明
【００２５】
1.システム構成の概要説明
　図１は、本実施の形態の監視システムの構成図である。本実施形態の監視システムでは
、遊技機の一種であるパチンコ機１が「装置」として機能し、パチンコ機１に備えられた
リーダライタユニット（以下、「Ｒ／Ｗユニット」と称する。）３０が「ＩＣタグ監視装
置」として機能する。パチンコ機１にはＲ／Ｗユニット３０が付属しており、遊技場内に
ある複数台のパチンコ機１を背中合わせに２列に並べて設置した遊技機設置島２００の各
々に管理端末装置１００が設置されている。さらに、パチンコ機１に付属のＲ／Ｗユニッ
ト３０が店内ネットワーク１５０を介して管理端末装置１００に接続される構成となって
いる。また、管理端末装置１００は遊技場全体を管理するホールコンピュータ３００に接
続されており、このホールコンピュータ３００が各管理端末装置１００を一括管理してい
る。また、ハンディターミナル（以下、「ＨＴ」と称する。）４００は、携帯可能でパチ
ンコ機１と無線で通信可能であり、「携帯情報端末」として機能する。
【００２６】
　また、パチンコ機１には、パチンコ機１の制御を行う基板が備えられている基板ボック
ス８０（図３参照）の上蓋部８０ａの内面の正面視右下に監視用ＩＣタグ８６が取り付け
られており（図８参照）、遊技球の入賞により多数の遊技球を払い出す大入賞口１６（図
２参照）の開閉扉１６ａに、監視用ＩＣタグ１８６が貼り付けられている（図９参照）。
そして、Ｒ／Ｗユニット３０がこれらの監視用ＩＣタグ８６，１８６に監視用呼出波をア
ンテナを介して送信して監視用ＩＣタグ８６，１８６が備えられた基板ボックス８０及び
大入賞口１６の開閉の監視、即ち上蓋部８０ａ及び開閉扉１６ａの異常の監視を行ってい
る。また、監視の結果、異常が発生したり、異常が回復したりした場合には、その情報が
監視情報としてＲ／Ｗユニット３０に記憶され、管理端末装置１００に送信される。そこ
で、管理端末装置１００は監視情報を報知し、その監視情報に対して遊技場内で係員が対
応できるように構成されている。また、ＨＴ４００をパチンコ機１の前面に持って行き、
通信を行うことにより、監視情報を取得してＨＴ４００で監視情報を閲覧することができ
る。尚、ＨＴ４００では、パチンコ機１で別途収集している稼働球数や払出球数等の各種
遊技情報も閲覧することができる。
【００２７】
　尚、図８に示す基板ボックス８０の上蓋部８０ａ及び図９に示す大入賞口１６の開閉扉
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１６ａが「部材」に相当し、開閉部材である上蓋部８０ａ及び開閉扉１６ａの開放が「部
材の移動」に相当し、基板ボックス８０の上蓋部８０ａの内面の正面視右下及び大入賞口
１６の開閉扉１６ａが「監視用ＩＣタグが備えられている位置」に相当している。本発明
の監視システムでは、装置の部材の移動を監視するために、被監視部材の１箇所又は複数
の位置に監視用ＩＣタグを設置して、Ｒ／Ｗユニット３０が各監視用ＩＣタグに対して監
視用呼出波を送信することにより被監視部材の移動を監視する。本実施の形態では、１つ
の被監視部材に対して１箇所の位置にしか監視用ＩＣタグを設置していないが、例えば、
基板ボックス８０について言うならば、上蓋部８０ａの内面の正面視右下だけでなく、正
面視左上にも監視用ＩＣタグを設置して、１つの被監視部材に対して複数の位置に監視用
ＩＣタグを設置することにより被監視部材の監視を行ってもよい。
【００２８】
2.装置の説明
　次に、図２を参照してパチンコ機１について説明する。図２は、パチンコ機１の前面枠
１１１及び本体枠１１０を開いた状態をパチンコ機１の前面から見た斜視図である。図２
に示すように、パチンコ機１は、遊技機設置島２００に固定される機枠１１２と、本体１
１３を囲い固定している本体枠１１０と、遊技盤２を保護する前面枠１１１とから構成さ
れている。鍵穴１２０に鍵１２１（図１０参照）を挿入し、鍵１２１を左方向へ回転させ
ると前面枠１１１が手前に開き、鍵１２１を右方向へ回転させると本体枠１１０が手前に
開く。
【００２９】
　また、パチンコ機１の本体枠１１０の内部には本体１１３がはめ込まれており、本体１
１３の正面の上半分の部分には、略正方形の遊技盤２が設けられ、遊技盤２には、ガイド
レール３で囲まれた略円形の遊技領域４が設けられていおり、前面枠１１１は透明なガラ
ス板１１１ａを保持し、遊技盤２を覆っている。パチンコ機１の遊技盤２の下方部には、
図示外の発射機に遊技球を供給し、また、賞品球を受ける上皿５が設けられ、上皿５の直
下には、賞品球を受ける下皿６が設けられ、下皿６の右横には、発射ハンドル７が設けら
れ、上皿５と下皿６との間には、スピーカー４８が設けられている。また、遊技領域４の
下部には、大入賞口１６が設けられている。さらに、パチンコ機１の前面枠１１１の正面
視左上の裏面には、ＨＴ４００と通信するための管理用ＩＣタグ２４が備えられている。
この管理用ＩＣタグ２４はケーブル２４ｋでＲ／Ｗユニット３０に接続しており、Ｒ／Ｗ
ユニット３０に記憶されているデータを取得することができる。尚、遊技盤２には、上記
以外に、種々の入賞口、電飾ランプ、風車、障害釘及び図柄表示装置等が設けられている
。
【００３０】
　次に、図３を参照して、パチンコ機１の背面の構造について説明する。図３はパチンコ
機１の背面図である。図３に示すように、パチンコ機１の左下部背面には、パチンコ機１
の主制御を司る主制御基板４１を収納した基板ボックス８０が設けられ、基板ボックス８
０の右隣には音基板４３が、音基板４３の右隣上方には電源基板４２が、その下方には払
出制御基板４５がそれぞれ透明な樹脂製のボックスに収められて配置されている。さらに
、基板ボックス８０の上方には、遊技盤の裏面を保護し、各種配線を覆うセンターカバー
９０が配置され、そのセンターカバー９０の外側にＲ／Ｗユニット３０が設置されている
。尚、Ｒ／Ｗユニット３０の電源は、電源基板４２からではなく遊技機設置島２００の電
源装置（図示外）から供給されている。
【００３１】
　次に、図４を参照してパチンコ機１及びパチンコ機１に付属したＲ／Ｗユニット３０の
主な構成要素の電気的構成について説明する。図４は、パチンコ機１及びパチンコ機１に
付属したＲ／Ｗユニット３０の電気的構成を示すブロック図である。
【００３２】
　パチンコ機１には、主制御基板４１、電源基板４２、音基板４３、図柄表示基板４４、
払出制御基板４５、電飾基板４６、中継基板４７、発射基板６６等が設けられている。主
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制御基板４１には、各種の演算処理を行うＣＰＵ５１が設けられており、フラグやカウン
タ値やデータやプログラム等を記憶するＲＡＭ５２と、制御プログラム及び各種の初期値
のデータや図柄表示装置（図示外）への表示内容のデータ等を記憶したＲＯＭ５３とが接
続している、これらのＣＰＵ５１、ＲＡＭ５２及びＲＯＭ５３は１つのＬＳＩ５０として
一体にモールディングされている。また、ＣＰＵ５１は、Ｉ／Ｏインターフェース５４に
接続しており、Ｉ／Ｏインターフェース５４には、Ｒ／Ｗユニット３０へデータを引き渡
すための出力ポート５５、音基板４３、図柄表示基板４４、払出制御基板４５、電飾基板
４６、中継基板４７、発射基板６６が接続している。また、主制御基板４１、音基板４３
、図柄表示基板４４、払出制御基板４５、電飾基板４６、中継基板４７、発射基板６６は
それぞれ電源基板４２に接続し、電源の供給を受けている。さらに、パチンコ機１には監
視用ＩＣタグ８６及び監視用ＩＣタグ１８６が、それぞれの監視部材である基板ボックス
８０及び大入賞口１６に貼り付けられており、管理用ＩＣタグ２４が前面枠１１１の裏面
に貼り付けられている。
【００３３】
　また、Ｒ／Ｗユニット３０には、Ｒ／Ｗユニット３０の制御を司るＣＰＵ３１が設けら
れており、ＣＰＵ３１にはフラグやデータ等を一時的に記憶するＲＡＭ３３、制御プログ
ラム及び各種の初期値のデータ等を記憶したＲＯＭ３４、及び、登録情報３２１（図１３
参照）等を記憶するＥＥＰＲＯＭ３２が接続している。また、ＣＰＵ３１にはＩ／Ｏイン
ターフェース３８が接続し、Ｉ／Ｏインターフェース３８には管理端末装置１００に接続
するための店内ネットワーク１５０に接続する通信回路３７及びパチンコ機１の主制御基
板４１の出力ポート５５と接続する入力ポート３６が接続している。さらに、ＣＰＵ３１
には、監視用ＩＣタグ８６，監視用ＩＣタグ１８６へ呼出波を送信し、反射波を受信する
ためのＲＦ回路３５が接続している。さらに、ＲＦ回路３５にはパチンコ機１に設置され
ている監視用アンテナ６８，監視用アンテナ１６８及び認証用アンテナ１２８が接続して
いる。監視用アンテナ６８は監視用ＩＣタグ８６と通信をし、監視用アンテナ１６８は監
視用ＩＣタグ１８６と通信をし、認証用アンテナ１２８は認証用ＩＣタグ１２６と通信を
する。さらに、パチンコ機１に貼り付けられている管理用ＩＣタグ２４はＲ／Ｗユニット
３０のＩ／Ｏインターフェース３８に接続している。
【００３４】
　次に、図５及び図６を参照して監視用ＩＣタグ８６の構造について説明する。図５は、
監視用ＩＣタグ８６の平面図である。図６は、監視用ＩＣタグ８６の電気的回路構成を示
すブロック図である。監視用ＩＣタグ８６には、図６に示すように、Ｒ／Ｗユニット３０
からの監視用呼出波に応答して監視用反射波を放出するＲＦ回路８６ａ、アンテナ８６ｂ
、ＥＥＰＲＯＭ８６ｃが搭載されている。また、監視用ＩＣタグ８６は、図５に示すよう
に、薄いフレキシブルプリント基板上にアンテナ８６ｂ及びＩＣチップ８６ｄが設けられ
ており、ＩＣチップ８６ｄには、ＲＦ回路８６ａとＥＥＰＲＯＭ８６ｃとが一体となって
構成されている。さらに、ＥＥＰＲＯＭ８６ｃには、監視用ＩＣタグ８６を他の監視用Ｉ
Ｃタグから識別するための識別情報であるＩＤコードが上書消去禁止区域に記憶されてい
る。
【００３５】
　Ｒ／Ｗユニット３０から監視用アンテナ６８を介して監視用呼出波が送られてくると、
アンテナ８６ｂがこれを受信するが、この監視用呼出波には搬送波成分が含まれており、
これを受信してＲＦ回路８６ａで整流して直流電圧を得る。従って、監視用ＩＣタグ８６
は、電池や外部電源を使用せずに必要な時にいつでもデータを発信することができる。デ
ータの発信は、ＥＥＰＲＯＭ８６ｃからＩＤコードを読み出して監視用反射波に乗せ、Ｒ
Ｆ回路８６ａから監視用アンテナ６８に向けて送信する。
【００３６】
　尚、監視用ＩＣタグ８６と監視用ＩＣタグ１８６とは、同様の構造をしており、監視用
ＩＣタグ１８６もＲＦ回路、アンテナ、ＥＥＰＲＯＭを搭載し、薄いフレキシブルプリン
ト基板上にアンテナ及びＩＣチップが設けられて、ＩＣチップには、ＲＦ回路とＥＥＰＲ
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ＯＭとが一体となって構成されている。そして、ＥＥＰＲＯＭには、監視用ＩＣタグ１８
６を他の監視用ＩＣタグから識別するための識別情報であるＩＤコードが上書消去禁止区
域に記憶されている。
【００３７】
　また、図７は、管理用ＩＣタグ２４の電気的回路構成を示すブロック図である。管理用
ＩＣタグ２４も薄いフレキシブルプリント基板上にアンテナ２４ｂ及びＩＣチップ２４ｄ
が設けられており、Ｒ／Ｗユニット３０へ接続するためのケーブル２４ｋも設けられてい
る。また、ＩＣチップ２４ｄにはＲＦ回路２４ａとＥＥＰＲＯＭ２４ｃだけでなく、ＲＡ
Ｍ２４ｇ内蔵型のＣＰＵ２４ｆ及びＲＯＭ２４ｅを備えている。そして、管理用ＩＣタグ
８６等と同様に、ＥＥＰＲＯＭ２４ｃには、管理用ＩＣタグ２４を他のＩＣタグと識別す
るための識別情報であるＩＤコードが上書消去禁止区域に記憶されている。
【００３８】
　次に、図８を参照して基板ボックス８０を監視するために、基板ボックス８０に備えら
れた監視用ＩＣタグ８６及び監視用アンテナ６８について説明する。図８は基板ボックス
８０の斜視図である。尚、被監視部材である基板ボックス８０に貼り付けられた監視用Ｉ
Ｃタグ８６の貼り付け位置を示す位置特定符号を、本実施の形態では「ＢＯＸ」とする。
【００３９】
　図８に示すように、基板ボックス８０は、透明な樹脂製の平面視略長方形の上蓋部８０
ａと、同じく透明な樹脂製の平面視略長方形の下蓋部８０ｃとから構成されている。また
、上蓋部８０ａに対向する下蓋部８０ｃ上には、パチンコ機１の主制御を司る主制御基板
４１が配置されている。そして、上蓋部８０ａの裏面側には、小型で長方形の監視用ＩＣ
タグ８６（図５参照）が接着剤等で接着されている。主制御基板４１の右下端部には、切
り欠きが設けられ、その切り欠き位置には監視用ＩＣタグ８６と電磁波によるＲＦ送受信
を行うためのコイル状の監視用アンテナ６８が下蓋部８０ｃに設けられ、監視用アンテナ
６８は同軸ケーブルによりＲ／Ｗユニット３０に接続されている。
【００４０】
　尚、本実施形態において、監視用ＩＣタグ８６と監視用アンテナ６８は、１３．５６Ｍ
Ｈｚの短波帯で通信を行っている。この周波数での通信はノイズによる影響を比較的受け
にくいので、パチンコ機１の設置環境に適している。監視用アンテナ６８と監視用ＩＣタ
グ８６との距離は、上蓋部８０ａと下蓋部８０ｃを組み付けた状態で約３ｍｍになるよう
に配置されている。この距離間ではＲＦ送受信が可能であり監視用アンテナ６８を介した
Ｒ／Ｗユニット３０からの呼び出しに監視用ＩＣタグ８６が応答することができ、監視用
アンテナ６８と監視用ＩＣタグ８６との距離が約５ｍｍを超えると通信不能となるように
設定されている。この通信可能距離は、監視用アンテナ６８のコイルの巻き数やリアクタ
ンス値により調節が可能である。このように通信可能距離を設定することにより、上蓋部
８０ａのわずかな隙間の開放であっても検知することができ、また、振動等によるわずか
な揺れでは通信不能とならないように調整されている。また、上述したように、この周波
数帯での通信はノイズによる影響を比較的受けにくいが、他の電磁波を使用する部材から
のノイズの影響による誤動作を少しでも防ぐために、監視用ＩＣタグ８６や監視用アンテ
ナ６８は、ソレノイドを使用している賞品払出装置や発射モータから離した位置である主
制御基板４１の右下端部に配置している。
【００４１】
　次に、図９を参照して、所定条件の成立により開閉扉１６ａを開閉する可変入賞装置の
一種である大入賞口１６が設けられているアタッカ部材１６０への監視用ＩＣタグ１８６
の設置について説明する。図９は、開閉扉１６ａが開放されている状態のアタッカ部材１
６０の斜視図である。尚、被監視部材である大入賞口１６の開閉扉１６ａに貼り付けられ
た監視用ＩＣタグ１８６の貼り付け位置を示す位置特定符号を、本実施の形態では「ＤＡ
Ｉ」とする。
【００４２】
　図９に示すように、アタッカ部材１６０の開閉扉１６ａの表面には、前述した監視用Ｉ
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Ｃタグ１８６が貼り付けられ、さらに監視用ＩＣタグ１８６を覆うように装飾シール等が
貼付されて遊技者からは見えないようになっている。また、アタッカ部材１６０の開口部
１６ｂである大入賞口１６の周囲には、監視用ＩＣタグ１８６を囲むようにループ形状の
監視用アンテナ１６８が設けられ、監視用アンテナ１６８は同軸ケーブルによりＲ／Ｗユ
ニット３０に接続されている。
【００４３】
　この監視用ＩＣタグ１８６は、送受信方向に指向性があり、監視用アンテナ１６８と平
行に位置した場合のみ送受信可能である。大入賞口１６の閉鎖状態では、開閉扉１６ａが
大入賞口１６の開口部１６ｂを塞いでおり、監視用ＩＣタグ１８６と監視用アンテナ１６
８はほぼ同一平面上に位置しているので、送受信可能であり、監視用アンテナ１６８を介
したＲ／Ｗユニット３０からの監視用呼出波に対して監視用ＩＣタグ１８６から監視用反
射波が返される。一方、図９に示すように開閉扉１６ａが開くと、監視用ＩＣタグ１８６
と監視用アンテナ１６８とは平行でなくなり、通信可能な臨界角度を超えるので、監視用
ＩＣタグ１８６はＲ／Ｗユニット３０からの呼び出しに応答できなくなる。
【００４４】
　また、監視用アンテナ１６８と監視用ＩＣタグ１８６間の通信も１３．５６ＭＨｚの短
波帯で行われており、この周波数帯での通信はノイズによる影響を受けにくいが、他の電
磁波を使用する部材からのノイズの影響による誤動作を少しでも防ぐために、開閉扉１６
ａの動作を制御する大入賞口開放ソレノイド７０は、監視用ＩＣタグ１８６や監視用アン
テナ１６８から離したアタッカ部材１６０の左奥に配置されている。
【００４５】
　次に、鍵１２１の構造について図１０を用いて説明する。図１０は、鍵１２１の平面図
である。尚、この鍵１２１が「認証部材」に相当する。図１０に示すように、鍵１２１は
、把持部１２２のカバー内部に認証用ＩＣタグ１２６が埋め込まれている。この鍵１２１
は、パチンコ機１の前面枠１１１及び本体枠１１０の開閉及び認証に使用される。尚、認
証用ＩＣタグ１２６は、把持部１２２のカバー内部に埋め込むために、細い円筒型（ステ
ィック型）に形成されている。また、その電気的回路構成は、監視用ＩＣタグ８６及び監
視用ＩＣタグ１８６と同様で、認証用ＩＣタグ１２６もＲＦ回路、アンテナ、ＥＥＰＲＯ
Ｍを搭載している。円筒中にはアンテナ及びＩＣチップが設けられて、ＩＣチップには、
ＲＦ回路とＥＥＰＲＯＭとが一体となって構成されている。そして、ＥＥＰＲＯＭには、
監視用ＩＣタグ１２６を他のＩＣタグと識別するための識別情報であるＩＤコードが上書
消去禁止区域に記憶されている。また、この鍵１２１は複数存在してもよい。ただし、そ
の際には各鍵１２１に埋め込まれている認証用ＩＣタグ１２６のＩＤコードは、各認証用
ＩＣタグ１２６毎に異なる。
【００４６】
3.携帯情報端末の説明
　次に、パチンコ機１の前面枠１１１の内側の開閉軸側上部に備えられた管理用ＩＣタグ
２４（図２参照）と通信し、Ｒ／Ｗユニット３０に記憶されている監視情報を取得するＨ
Ｔ４００について、図１１及び図１２を用いて説明する。図１１は、ＨＴ４００の斜視図
である。図１２は、ＨＴ４００の電気的構成のブロック図である。
【００４７】
　まず、図１１を参照してＨＴ４００の形状を説明する。図１１に示すように、ＨＴ４０
０は、周知の携帯型情報端末であるＰＤＡ（Personal Digital Assistants）であり、上
部にＳＤメモリカード（Secure Digital Memory Card）やＭＭＣ（Multi Media Card）等
のメモリーカード、あるいは小型フラッシュメモリカードやＰＣカード型のＰＨＳアダプ
タ等を挿入するためのカードスロットを備え、カードスロットには、アンテナ４０２とＲ
Ｆ回路４１０（図１２参照）を備えた読取ユニット４０１が挿入されている。読取ユニッ
ト４０１は、アンテナ４０２を管理用ＩＣタグ２４に適切な角度で向けられるように、回
転軸４０６を中心に９０度の範囲で屈折可能な構成となっている。また、ＨＴ４００の正
面にはメニュー画面や受信した監視情報を表示する表示パネル４０３、表示パネル４０３
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に表示されるカーソルや表示内容を上下左右に移動させるための方向キー４０５、表示パ
ネル４０３の画面を操作するためのメニューキー４０４を備えている。さらに、ＨＴ４０
０の側面には赤外線通信用の赤外線通信ポート（図示外）が、底面には入出力ポート（図
示外）からクレードル等を介してパーソナルコンピュータ等の外部機器に接続するための
コネクタ（図示外）が設けられている。
【００４８】
　次に、図１２を参照してＨＴ４００の電気的構成を説明する。図１２に示すように、Ｈ
Ｔ４００には、ＨＴ４００の制御を司るＣＰＵ４１１が設けられ、ＣＰＵ４１１には、各
種のデータを一時的に記憶するＲＡＭ４１３と、ＣＰＵ４１１で実行される制御プログラ
ムや表示画面４０３に操作画面を表示するための画面情報等を記憶したＲＯＭ４１２と、
不揮発性メモリの一種であるフラッシュメモリ４１４と、データの受け渡しの仲介を行う
Ｉ／Ｏインターフェース４０９とが接続されている。フラッシュメモリ４１４には、監視
情報記憶エリア４１４１、管理用ＩＣタグＩＤコード記憶エリア４１４２等が設けられて
おり、監視情報記憶エリア４１４１には、パチンコ機１から取得した監視情報がパチンコ
機１の台番号毎に記憶されており、管理用ＩＣタグＩＤコード記憶エリア４１４２には、
パチンコ機１に備え付けられている管理用ＩＣタグ２４のＩＤコードがパチンコ機１の台
番号に対応されて記憶されている。また、読取ユニット４０１には、管理用ＩＣタグ２４
と通信するアンテナ４０２と、送信回路及び受信回路であるＲＦ回路４１０を備えており
、アンテナ４０２はＲＦ回路４１０に接続し、ＲＦ回路４１０はＩ／Ｏインターフェース
４０９に接続している。また、表示パネル４０３と、外部装置とデータのやり取りを行う
入出力回路４０７、赤外線通信回路４０８と、入力キーであるメニューキー４０４及び方
向キー４０５とがＩ／Ｏインターフェース４０９に接続している。
【００４９】
4.ＩＣタグ監視装置での監視に関する説明
　次に、図１３乃至図１８を参照して、Ｒ／Ｗユニット３０がパチンコ機１に取り付けら
れた監視用ＩＣタグ８６及び監視用ＩＣタグ１８６を監視する監視処理について説明する
。図１３は、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の登録情報記憶エリアに記憶されて
いる登録情報３２１の模式図である。図１４は、Ｒ／Ｗユニット３０のＲＡＭ３３の監視
処理使用データ記憶エリアに記憶されている監視処理使用データ３３１の模式図である。
図１５は、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の認証用登録情報記憶エリアに記憶さ
れている認証用登録情報３２２の模式図である。図１６は、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰ
ＲＯＭ３２の監視情報記憶エリアに記憶されている監視情報３２３の模式図である。図１
７は、Ｒ／Ｗユニット３０で行われるメイン処理のフローチャートである。図１８は、Ｒ
／Ｗユニット３０で行われるメイン処理の中で行われる監視処理のフローチャートである
。
【００５０】
　まず、図１３を参照して、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の登録情報記憶エリ
アに記憶されている登録情報３２１について説明する。登録情報３２１には、基板ボック
ス８０及び大入賞口１６を監視するための情報が登録されている。登録情報３２１は、監
視される位置毎に１つの登録データが登録されており、図１３に示すようにデータ番号欄
３２１ａ、位置特定符号欄３２１ｂ及びＩＤコード欄３２１ｃが設けられている。
【００５１】
　データ番号欄３２１ａには、登録データのデータ番号が「１」から順に振られている。
位置特定符号欄３２１ｂには、その登録データがパチンコ機１の被監視部材のどの位置を
監視するためのものであるかを特定するための位置特定符号が英数字で登録されている。
登録データは１つの被監視部材の被監視位置に付き１つしか登録されないので、異なる登
録データに同じ位置特定符号が記憶されることはない。ＩＤコード欄３２１ｃには、被監
視位置に貼り付けられている監視用ＩＣタグに記憶されているＩＤコードが登録されてい
る。
【００５２】
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　図１３に示す例では、データ番号欄３２１ａが「１」である登録データの位置特定符号
欄３２１ｂには「ＢＯＸ」、ＩＤコード欄３２１ｃには「１５５７００１Ｈ」が登録され
ている。尚、位置特定符号「ＢＯＸ」は基板ボックス８０を示している。また、データ番
号欄３２１ａが「２」である登録データの位置特定符号欄３２１ｂには「ＤＡＩ」、ＩＤ
コード欄３２１ｃには「００１１Ｎ２２１」が登録されている。尚、位置特定符号「ＤＡ
Ｉ」は大入賞口１６を示している。
【００５３】
　次に、図１４を参照してＲ／Ｗユニット３０のＲＡＭ３３の監視処理使用データ記憶エ
リアに記憶されている監視処理使用データ３３１について説明する。監視処理使用データ
３３１には、基板ボックス８０及び大入賞口１６を監視する際に使用されるフラグが記憶
されている。図１４に示すように、監視処理使用データ３３１には、データ番号欄３３１
ａ及び消失フラグ欄３３１ｂが設けられている。尚、監視処理使用データ３３１のデータ
番号欄３３１ａは、登録情報３２１のデータ番号欄３２１ａに記憶されているデータ番号
と対応している。つまり、登録情報３２１のデータ番号欄３２１ａが「１」である被監視
部材の移動を監視する際には、監視処理使用データ３３１のデータ番号欄３３１ａが「１
」である消失フラグが使用される。
【００５４】
　データ番号欄３３１ａには、データ番号が「１」から順に振られている。消失フラグ欄
３３１ｂには、被監視位置に貼り付けられた監視用ＩＣタグに監視用呼出波を送信した際
に監視用反射波が返されてこなかった場合に、「応答エラー」となり、「１」がセットさ
れて「ＯＮ」状態となる。応答エラーが発生していない状態では「ＯＦＦ」状態で「０」
がセットされている。図１４に示す例では、データ番号欄３３１ａが「１」である登録デ
ータの消失フラグ欄３３１ｂには「０」がセットされている。データ番号欄３３１ａが「
２」である登録データの消失フラグ欄３３１ｂには「０」がセットされている。
【００５５】
　次に、図１５を参照して、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の認証用登録情報記
憶エリアに記憶されている認証用登録情報３２２について説明する。認証用登録情報３２
２には、認証用ＩＣタグ１２６を識別するための識別情報であるＩＤコードが登録されて
いる。ここに登録されているＩＤコードを記憶している認証用ＩＣタグ１２６を埋め込ん
だ鍵１２１をパチンコ機１の鍵穴１２０に挿入することにより、パチンコ機１を認証状態
とすることができる。図１５に示すように、認証用登録情報３２２には、ＩＤコード１欄
、ＩＤコード２欄、ＩＤコード３欄、ＩＤコード４欄、ＩＤコード５欄、ＩＤコード６欄
、ＩＤコード７欄、ＩＤコード８欄の８つの欄が設けられている。ＩＤコード１欄～ＩＤ
コード８欄には、鍵１２１に埋め込まれている認証用ＩＣタグ１２６に記憶されているＩ
Ｄコードが記憶されている。遊技場内においては、例えば店員の数分だけ鍵１２１が複数
存在することも考えられるので、ＩＤコード１欄～ＩＤコード８欄の８つの欄が設けられ
ている。すなわち、本実施の形態では、８つの鍵１２１を登録することができる。
【００５６】
　図１５に示す例では、ＩＤコード１欄には「１６１７４０９８」、Ｉ、ＩＤコード２欄
には「ＦＴ１７６４９５」、ＩＤコード３欄には「０００８３０８２」が登録されており
、ＩＤコード４欄、ＩＤコード５欄、ＩＤコード６欄、ＩＤコード７欄及びＩＤコード８
欄には登録されていない。
【００５７】
　次に、図１６を参照してＲ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の監視情報記憶エリア
に記憶されている監視情報３２３について説明する。この監視情報３２３には、基板ボッ
クス８０及び大入賞口１６を監視した結果、異常が発生していたり、異常が回復していた
りした際にその監視データが追加記憶される。図１６に示すように、監視情報３２３には
、データ番号欄３２３ａ、日付欄３２３ｂ、時刻欄３２３ｃ、位置特定符号欄３２３ｄ及
び内容欄３２３ｅが設けられている。データ番号欄３２３ａには、監視データ毎に古い順
に「１」から番号が振られており、日付欄３２３ｂには、監視データが作成された日付が
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セットされ、時刻欄３２３ｃには、監視データが作成された時刻がセットされる。異常が
発生した場合には発生日付及び発生時刻であり、異常が回復した場合に回復日付及び回復
時刻となる。位置特定符号欄３２３ｄには、異常が発生した監視用ＩＣタグが設置されて
いる位置を示す位置特定符号がセットされ、内容欄３２３ｅには、異常が発生したのか、
回復したのかの内容がコードでセットされており、「１」は所定時間内に監視用反射波が
返送されてこなかった消失エラーが発生したことを示し、「２」は消失エラーが回復した
ことを示している。
【００５８】
　図１６に示す例では、１番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．０７．１
６」、時刻欄３２３ｃに「２０：３０：１５」、位置特定符号欄３２３ｄに「ＤＡＩ」、
内容欄３２３ｅに「１」がセットされているので、２００２年７月１６日の２０時３０分
１５秒に大入賞口１６の開閉扉１６ａに設置されている監視用ＩＣタグ１８６に消失エラ
ーが発生したことを示している。２番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．
０７．１６」、時刻欄３２３ｃに「２０：３１：１９」、位置特定符号欄３２３ｄに「Ｄ
ＡＩ」、内容欄３２３ｅに「２」がセットされているので、２００２年７月１６日の２０
時３１分１９秒に大入賞口１６の開閉扉１６ａに設置されている監視用ＩＣタグ１８６に
発生していた消失エラーが回復したことを示している。データ番号「３」～「３７」の監
視データは略されている。
【００５９】
　３８番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．１０．２２」、時刻欄３２３
ｃに「３：１５：２４」、位置特定符号欄３２３ｄに「ＢＯＸ」、内容欄３２３ｅに「１
」がセットされているので、２００２年１０月２２日の３時１５分２４秒に基板ボックス
８０に設置されている監視用ＩＣタグ８６に消失エラーが発生したことを示している。３
９番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．１０．２２」、時刻欄３２３ｃに
「３：１６：３６」、位置特定符号欄３２３ｄに「ＢＯＸ」、内容欄３２３ｅに「２」が
セットされているので、２００２年１０月２２日の３時１６分３６秒に基板ボックス８０
に設置されている監視用ＩＣタグ８６に発生していた消失エラーが回復したことを示して
いる。４０番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．１０．３０」、時刻欄３
２３ｃに「２：４２：３０」、位置特定符号欄３２３ｄに「ＢＯＸ」、内容欄３２３ｅに
「１」がセットされているので、２００２年１０月３０日の２時４２分３０秒に基板ボッ
クス８０に設置されている監視用ＩＣタグ８６に消失エラーが発生したことを示している
。４１番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．１０．３０」、時刻欄３２３
ｃに「２：４５：０２」、位置特定符号欄３２３ｄに「ＢＯＸ」、内容欄３２３ｅに「２
」がセットされているので、２００２年１０月３０日の２時４５分２秒に基板ボックス８
０に設置されている監視用ＩＣタグ８６発生していた消失エラーが回復したことを示して
いる。４２番目の監視データは、日付欄３２３ｂに「２００２．１１．１２」、時刻欄３
２３ｃに「１８：２２：５５」、位置特定符号欄３２３ｄに「ＤＡＩ」、内容欄３２３ｅ
に「１」がセットされているので、２００２年１１月１２日の１８時２２分５５秒に大入
賞口１６の開閉扉１６ａに設置されている監視用ＩＣタグ１８６に消失エラーが発生した
ことを示している。最終の監視データはデータ番号が「４３」であり、日付欄３２３ｂに
「２００２．１１．１２」、時刻欄３２３ｃに「１８：２４：０５」、位置特定符号欄３
２３ｄに「ＤＡＩ」、内容欄３２３ｅに「２」がセットされているので、２００２年１１
月１２日の１８時２４分５秒に大入賞口１６の開閉扉１６ａに設置されている監視用ＩＣ
タグ１８６に発生していた消失エラーが回復したことを示している。
【００６０】
　次に、図１７を参照してメイン処理について説明する。このメイン処理では、監視用ア
ンテナから監視用呼出波を送信して、被監視部材に設置されている監視用ＩＣタグの監視
をする監視処理を行い、認証用アンテナから認証用呼出波を送信して、パチンコ機１を認
証状態とするか否かの処理をする認証処理を行い、さらに、管理用ＩＣタグ２４への監視
情報の送信処理を行う。尚、このメイン処理は、Ｒ／Ｗユニット３０に電源が投入され、
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起動処理が終了した後に開始され、Ｒ／Ｗユニット３０の電源がＯＮである間継続して実
施される。Ｒ／Ｗユニット３０は、遊技機設置島２００の電源装置から電源の供給を受け
ており、パチンコ機１の電源基板から電源の供給を受けていないため、夜間にパチンコ機
１の電源をＯＦＦしたとしても、電源断とはならず処理は中断されないため、夜間にも監
視を続けることができる。
【００６１】
　まず、データ番号カウンタｎに初期値の「０」をセットする（Ｓ１）。このデータ番号
カウンタｎは、図１３に示す登録情報３２１のデータ番号をカウントするためのカウンタ
であり、データカウンタｎ番目の登録データに登録されている位置特定符号が示している
被監視位置の監視が行われる。次いで、データ番号カウンタｎに「１」を加算し（Ｓ２）
、データ番号カウンタｎの値が登録情報３２１のデータ数である「２」よりも大きいか否
かを確認する（Ｓ３）。データ番号カウンタｎの値が「２」よりも大きくなければ（Ｓ３
：ＮＯ）、ｎ番目の登録情報３２１の登録データの位置特定符号欄３２１ｂに記憶されて
いる位置特定符号が「ＤＡＩ」であるか否かを確認する（Ｓ４）。位置特定符合「ＤＡＩ
」は、大入賞口１６の開閉扉１６ａを示しており、この開閉扉１６ａはパチンコ機１が大
当たり中であれば開放されるため、パチンコ機１が大当たり中には開閉扉１６ａの開放を
監視する必要はない。そこで、位置特定符号が「ＤＡＩ」である場合には（Ｓ４：ＹＥＳ
）、パチンコ機１が大当たり中であるか否かを確認し（Ｓ５）、大当たり中である場合に
は（Ｓ５：ＹＥＳ）、何もせずにＳ２へ戻る。大当たり中であるか否かの判断は、大当た
りフラグにより行う。この大当たりフラグは主制御基板４１からの信号の受信により、Ｏ
ＦＦ／ＯＮが行われる。大当たり中でない場合には（Ｓ５：ＮＯ）、位置特定符号が「Ｄ
ＡＩ」である被監視位置、すなわち大入賞口１６の開閉扉１６ａの監視処理行う（Ｓ６）
。また、ｎ番目の位置特定符号が「ＤＡＩ」でない場合には（Ｓ４：ＮＯ）、必ず監視が
行われるので、Ｓ６へ進み、ｎ番目の登録情報３２１の登録データに記憶された位置への
監視処理を行う。監視処理終了後には、Ｓ２へ戻る。
【００６２】
　続いて、データ番号カウンタｎに「１」を加算する（Ｓ２）。そして、データ番号カウ
ンタｎの値が「２」よりも大きれば（Ｓ３：ＹＥＳ）、認証用アンテナ１２８から認証用
呼出波の送信を行う（Ｓ７）。次いで、所定時間内に認証用ＩＣタグ１２６から認証用反
射波の返送があるか否かを確認する（Ｓ８）。ここで、所定時間は例えば１０ミリ秒とす
る。認証用反射波の返送がない場合には（Ｓ８：ＮＯ）、認証用ＩＣタグ１２６が埋め込
まれた鍵１２１が鍵穴１２０に差し込まれていないということなので、認証フラグに「０
」をセットして「ＯＦＦ」とし（Ｓ１１）、Ｓ１２へ進む。認証用反射波の返送がある場
合には（Ｓ８：ＹＥＳ）、反射波に含まれているＩＤコードが予め認証用登録情報３２２
に登録されているか否かを確認する（Ｓ９）。ここでは、認証用反射波に含まれているＩ
Ｄコードを、認証用登録情報３２２に記憶されているＩＤコードと１つずつ比較し、一致
しているか確認する。一致するＩＤコードがなければ、そのＩＤコードは予め登録されて
いないので（Ｓ９：ＮＯ）、正規の鍵１２１でない鍵１２１が鍵穴１２０に差し込まれて
いるということになるので、認証フラグに「０」をセットして「ＯＦＦ」とし（Ｓ１１）
、Ｓ１２へ進む。
【００６３】
　一致しているＩＤコードがあれば、そのＩＤコードは予め登録されているものであるの
で（Ｓ９：ＹＥＳ）、認証フラグに「１」をセットして「ＯＮ」として認証状態へ移行さ
せて（Ｓ１０）、Ｓ１２へ進む。
【００６４】
　次いで、Ｓ１２では、管理用ＩＣタグ２４から依頼情報を受信したか否かを確認する（
Ｓ１２）。この依頼情報は、ＨＴ４００が監視情報の依頼情報を管理用ＩＣタグ２４に送
信した際に、管理用ＩＣタグ２４からＲ／Ｗユニット３０へ送信されてくるので、認証状
態である場合には監視情報を返信し、認証状態でない場合にはエラー情報を返信する。依
頼情報を受信していない場合には（Ｓ１２：ＮＯ）、Ｓ１へ戻る。依頼情報を受信した場
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合には（Ｓ１２：ＹＥＳ）、認証フラグに「１」がセットされて「ＯＮ」となっているか
否かを確認する（Ｓ１３）。「ＯＮ」となっている場合には（Ｓ１３：ＹＥＳ）、ＥＥＰ
ＲＯＭ３２に記憶されている監視情報３２３を管理用ＩＣタグ２４に送信し（Ｓ１４）、
Ｓ１へ戻る。また、「ＯＮ」となっていない場合には（Ｓ１３：ＮＯ）、認証状態でない
ので、エラー情報を管理用ＩＣタグ２４に送信して（Ｓ１５）、Ｓ１へ戻る。
【００６５】
　以上の処理を繰り返し実施することにより、継続して監視処理及び認証処理が行われる
。
【００６６】
　次いで、図１８を参照してメイン処理の中で行われる監視処理（図１７：Ｓ６）につい
てフローチャートを用いて説明する。この監視処理は、データ番号がメイン処理中で更新
されるデータ番号カウンタｎの値である登録情報３２１の登録データの位置特定符号欄３
２１ｂに記憶されている位置特定符号が示す被監視位置を監視するための監視用アンテナ
から、監視用呼出波を送信することにより基板ボックス８０及び大入賞口１６の開放を監
視する。
【００６７】
　まず、ｎ番目の位置特定符号欄３２１ｂに記憶されている位置特定符号が示す位置を監
視するために設けられている監視用アンテナから監視用呼出波を送信する（Ｓ２１）。こ
の監視用アンテナは、位置特定符号が「ＤＡＩ」である場合には監視用アンテナ１６８で
あり、位置特定符号が「ＢＯＸ」である場合には監視用アンテナ６８である。次いで、監
視用ＩＣタグから監視用反射波の返送が所定時間内にあるか否かを確認する（Ｓ２２）。
本実施の形態では、この所定時間は例えば１０ミリ秒とする。
【００６８】
　所定時間内に監視用反射波の返送がない場合には（Ｓ２２：ＮＯ）、監視用ＩＣタグが
監視用アンテナと通信できない位置にある、すなわち監視用ＩＣタグの設置部材が不正に
開放されていると考えられる。そこで、まず監視処理使用データ３３１のｎ番目の消失フ
ラグ欄３３１ｂに「１」がセットされて「ＯＮ」となっているか否かを確認する（Ｓ２３
）。ｎ番目の消失フラグ欄３３１ｂに「１」がセットされて「ＯＮ」となっている場合に
は（Ｓ２３：ＹＥＳ）、すでにこの不正開放が検知され、監視データが監視情報に記憶さ
れているので、再度監視データを作成しないために何もせずに処理を終了する。ｎ番目の
消失フラグ欄３３１ｂに「１」がセットされて「ＯＮ」となっていない場合には（Ｓ２３
：ＮＯ）、今回の監視にて初めてこの不正開放が検知されたので、監視処理使用データ３
３１のｎ番目の消失フラグ欄３３１ｂに「ＯＮ」をセットする（Ｓ２４）。そして、監視
情報３２３へ消失エラー発生の監視データを追加記憶し（Ｓ２５）、管理端末装置１００
へ新しい監視データを送信して（Ｓ２６）、処理を終了する。
【００６９】
　所定時間内に監視用反射波の返送があった場合には（Ｓ２２：ＹＥＳ）、被監視位置に
備えられた監視用ＩＣタグは正常である。そこで、監視処理使用データ３３１のｎ番目の
消失フラグ欄３３１ｂに「１」がセットされて「ＯＮ」となっているか否かを確認する（
Ｓ２７）。「ＯＮ」である場合には（Ｓ２７：ＹＥＳ）、消失エラーから回復したのでｎ
番目の消失フラグ欄３３１ｂに「０」をセットして「ＯＦＦ」とし（Ｓ２８）、監視情報
へ消失エラー回復の監視データを追加記憶し（Ｓ２９）、監視データを管理端末装置１０
０へ送信して（Ｓ３０）、処理を終了する。「ＯＮ」でない場合には（Ｓ２７：ＮＯ）、
何もせずに処理を終了する。
【００７０】
5.携帯情報端末での監視情報の閲覧に関する説明
　次に、図１９乃至図２２を参照してＨＴ４００での監視情報の閲覧について説明する。
図１９は、ＨＴ４００の表示パネル４０３に表示されるパチンコ機監視メニュー画面４０
３ａのイメージ図である。図２０は、ＨＴ４００の表示パネル４０３に表示される監視情
報メニュー画面４０３ｂのイメージ図である。図２１は、ＨＴ４００のパチンコ機監視メ
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ニュー画面４０３ａで「監視情報」を選択した際に行われる監視情報閲覧処理のフローチ
ャートである。図２２は、管理用ＩＣタグ２４で行われる送受信処理のフローチャートで
ある。
【００７１】
　まず、図１９のイメージ図を参照して、ＨＴ４００の表示パネル４０３に表示されるパ
チンコ機監視メニュー画面４０３ａについて説明する。このパチンコ機監視メニュー画面
４０３ａは、ＨＴ４００を起動させ、初期画面（図示外）から「パチンコ機監視メニュー
」を選択した際に表示される。図１９に示すように「監視情報」ボタン、「設定」ボタン
、「終了」ボタンが表示されており、画面に触れるか、又は方向キー４０５により選択し
てメニューキー４０４により決定することによりいずれかのボタンを選択することができ
る。「監視情報」ボタンを選択すると、監視情報を閲覧することができる。また、「設定
」ボタンを選択すると、種々の設定を行うことができる。「終了」ボタンを選択すると「
パチンコ機監視メニュー」が終了する。
【００７２】
　次に、図２０を参照してＨＴ４００の表示パネル４０３に表示される監視情報メニュー
画面４０３ｂのイメージ図について説明する。この監視情報メニュー画面４０３ｂは、図
１９に示すパチンコ機監視メニュー画面４０３ａにおいて「監視情報」ボタンが選択され
、その後表示される台番号入力画面（図示外）にて情報を取得したいパチンコ機１の台番
号を入力することにより表示される。
【００７３】
　この監視情報メニュー画面４０３ｂには、台番号及び表示している監視情報を取得した
日時が表示され、監視情報欄４０３ｂ１には監視情報が１行につき１つの情報で表示され
る。また、監視情報欄の下には「前」ボタン、「後」ボタン、「取得」ボタン及び「終了
」ボタンが備えられており、「前」ボタン及び「後」ボタンを操作することにより監視情
報欄４０３ｂ１の情報を１行ずつ上下スクロールさせることができる。また、監視情報を
取得したいパチンコ機１の前面左上に読取ユニット４０１のアンテナ４０２を向けて「取
得」ボタンを選択すると、監視情報の送信を依頼する依頼情報を含む呼出波がアンテナ４
０２から送信され、管理用ＩＣタグ２４と通信してＲ／Ｗユニット３０に記憶されている
最新の監視情報が取得され、監視情報欄４０３ｂ１に表示される。尚、Ｒ／Ｗユニット３
０から監視情報を取得するためには、パチンコ機１が認証状態となっている必要がある。
また、「終了」ボタンを選択すると、パチンコ機監視メニュー画面４０３ａへ戻る。
【００７４】
　尚、図２０に示す例では、監視情報欄４０３ｂ１に表示されている監視情報は、２００
２年１０月２２日の３時１５分２４秒に基板ボックス８０が不正に開かれたことを示して
おり、２００２年１０月２２日の３時１６分３６秒に基板ボックス８０の不正開放が回復
したことを示しており、２００２年１０月３０日の２時４２分３０秒に基板ボックス８０
に消失エラーが発生したことを示しており、２００２年１０月３０日の２時４５分２秒に
基板ボックス８０の消失エラーが回復したことを示しており、２００２年１１月１２日の
１８時２２分５５秒に大入賞口１６の開閉扉１６ａ不正に開かれたことを示しており、２
００２年１１月１２日の１８時２４分５秒に大入賞口１６の開閉扉１６ａの不正開放が回
復したことを示している。
【００７５】
　次に、図２１のフローチャートを参照してＨＴ４００のパチンコ機監視メニュー画面４
０３ａで「監視情報」を選択した際に行われる監視情報閲覧処理について説明する。ここ
では、ＨＴ４００に記憶されている監視情報が表示パネル４０３に表示される。さらに「
取得」ボタンが選択され、パチンコ機１の管理用ＩＣタグ２４と通信することによりパチ
ンコ機１のＲ／Ｗユニット３０に記憶されている最新の監視情報を取得することができる
。ただし、パチンコ機１が認証状態でない場合には、エラー情報が送信され、監視情報を
取得することはできない。まず、フラッシュメモリ４１４の監視情報記憶エリア４１４１
に記憶されている、現在選択されている台番号の監視情報を読み出す（Ｓ５１）。そして
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、監視情報の最新の６つの監視データを監視情報欄４０３ｂ１に表示した監視情報メニュ
ー画面４０３ｂ（図２０参照）に表示する（Ｓ５２）。尚、図２０に示すように、監視情
報欄４０３ｂ１には１度に６つの監視データを表示することが可能である。
【００７６】
　次いで、「終了」ボタンが選択されたか否かを確認する（Ｓ５４）。「終了」ボタンが
選択されている場合には（Ｓ５４：ＹＥＳ）、処理を終了する。「終了」ボタンが選択さ
れていない場合には（Ｓ５４：ＮＯ）、「取得」ボタンが選択された否かを確認する（Ｓ
５５）。「取得」ボタンが選択されている場合には（Ｓ５５：ＹＥＳ）、管理用ＩＣタグ
ＩＤコード記憶エリア４１４２から、現在選択されている台番号のＩＤコードを取得し、
そのＩＤコード及び監視情報依頼情報を含む呼出波をアンテナ４０２から送信する（Ｓ５
６）。アンテナ４０２から送信された呼出波をパチンコ機１の管理用ＩＣタグ２４が受信
すると、Ｒ／Ｗユニット３０へ監視情報の取得を依頼する。Ｒ／Ｗユニット３０はパチン
コ機１が認証状態であれば、監視情報を管理用ＩＣタグ２４へ引き渡すので、管理用ＩＣ
タグ２４は取得した監視情報を含む反射波をアンテナ２４ｂから送信してくる（図２２参
照）。そこで、ＨＴ４００は監視情報を含む反射波を受信したか否かを確認する（Ｓ５７
）。監視情報を含む反射波を受信した場合には（Ｓ５７：ＹＥＳ）、フラッシュメモリ４
１４の監視情報記憶エリア４１４１の現在選択されている台番号の監視情報に受信した監
視情報を記憶し（Ｓ５８）、Ｓ５１へ戻り、Ｓ５８で記憶された監視情報を読み出して（
Ｓ５１）、新しく取得した監視情報の最新の６つの監視データを監視情報欄４０３ｂ１に
表示した監視情報メニュー画面４０３ｂを表示する（Ｓ５２）。
【００７７】
　Ｓ５７にて、監視情報を含む反射波を受信していない場合には（Ｓ５７：ＮＯ）、エラ
ー情報を含む反射波を受信したか否かを確認する（Ｓ５９）。アンテナ４０２から送信さ
れた呼出波をパチンコ機１の管理用ＩＣタグ２４が受信すると、Ｒ／Ｗユニット３０へ監
視情報の取得を依頼する。Ｒ／Ｗユニット３０はパチンコ機１が認証状態でない場合には
、認証状態でないことを示すエラー情報を管理用ＩＣタグ２４へ引き渡すので、管理用Ｉ
Ｃタグ２４は取得したエラー情報を含む反射波をアンテナ２４ｂから送信してくる（図２
２：Ｓ７８参照）。また、管理用ＩＣタグ２４は、呼出波に含まれていたＩＤコードが自
身のＩＤコードが自身のＩＤコードと異なる場合には、パチンコ機１と異なるパチンコ機
１の管理用ＩＣタグ２４と通信をしている旨を示すエラー情報を含む反射波を送信してく
る（図２２：Ｓ７３参照）。そこで、エラー情報を含む反射波を受信した場合には（Ｓ５
９：ＹＥＳ）、エラー情報の内容に従い、「監視情報の取得には、鍵による認証が必要で
す。鍵を差し込んで下さい。」等のパチンコ機１が認証状態でないために、監視情報を取
得できない旨を伝えるエラーメッセージや、「通信しているパチンコ機が違います。台番
号を確認して下さい。」等の監視情報を取得したいパチンコ機１とは異なるパチンコ機１
の管理用ＩＣタグ２４と通信している旨を伝えるエラーメッセージを記載した認証エラー
画面を表示し（Ｓ６０）、Ｓ５４へ戻る。所定時間内にエラー情報を含む反射波を受信し
ていない場合には（Ｓ５９：ＮＯ）、管理用ＩＣタグ２４との通信が正常に行われていな
いので、「通信エラー：もう一度取得処理を行って下さい。」等のパチンコ機１とＨＴ４
００との通信が正常に行われなかった旨を伝えるエラーメッセージを記載した通信エラー
画面を表示して（Ｓ６１）、Ｓ５４へ戻る。
【００７８】
　また、Ｓ５５にて、「取得」ボタンが選択されていない場合には（Ｓ５５：ＮＯ）、「
前」ボタンが選択されたか否かを確認する（Ｓ６２）。「前」ボタンが選択された場合に
は（Ｓ６２：ＹＥＳ）、監視情報欄４０３ｂ１に表示されている監視データの内、１番新
しい監視データを削除し、１つ古い監視データを表示させることにより、監視情報欄４０
３ｂ１に表示している監視データを１つ古い監視データへシフトさせた監視情報メニュー
画面４０３ｂを表示する（Ｓ６３）。そして、Ｓ５４へ戻る。「前」ボタンが選択されて
いない場合には（Ｓ６２：ＮＯ）、「次」ボタンが選択されているか否かを確認する（Ｓ
６４）。「次」ボタンが選択されている場合には（Ｓ６４：ＹＥＳ）、監視情報欄４０３
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ｂ１に表示されている監視データの内、１番古い監視データを削除し、１つ新しい監視デ
ータを表示させることにより、監視情報欄４０３ｂ１に１つ新しい監視データへシフトさ
せた監視情報メニュー画面４０３ｂを表示する（Ｓ６５）。そして、Ｓ５４へ戻る。「次
」ボタンが選択されていない場合には（Ｓ６４：ＮＯ）、何もせずにＳ５４へ戻る。
【００７９】
　次に、図２２のフローチャートを参照して、管理用ＩＣタグ２４で行われる送受信処理
について説明する。この管理用ＩＣタグ送受信処理では、ＨＴ４００から送信された監視
情報の送信を依頼する依頼情報を、ケーブル２４ｋを介してＲ／Ｗユニット３０へ送信し
、Ｒ／Ｗユニット３０から送信された監視情報又はエラー情報を含めた反射波をアンテナ
２４ｂから送信する。即ち、ＨＴ４００とＲ／Ｗユニット３０とのデータの取次ぎを行っ
ている。まず、ＨＴ４００から監視情報の送信を依頼する依頼情報を含む呼出波を受信し
たか否かを確認する（Ｓ７１）。依頼情報を含む呼出波を受信した場合には（Ｓ７１：Ｙ
ＥＳ）、呼出波に含まれているＩＤコードが、管理用ＩＣタグ２４のＥＥＰＲＯＭ２４ｃ
に記憶されている自身のＩＤコードと一致するか否かを確認する（Ｓ７２）。ＨＴ４００
は、依頼情報の他に、監視情報の送信を依頼するパチンコ機１に備えられている管理用Ｉ
Ｃタグ２４のＩＤコードを含む呼出波を送信してきている（図２１：Ｓ５６）。つまり、
ＩＤコードが一致しない場合には（Ｓ７２：ＮＯ）、この管理用ＩＣタグ２４は、ＨＴ４
００が取得しようとしているパチンコ機１に備えられている管理用ＩＣタグ２４ではない
ということを示している。そこで、要求しているパチンコ機１と異なるパチンコ機１の管
理用ＩＣタグ２４と通信をしている旨を示すエラー情報を含む反射波をアンテナ２４ｂか
らＨＴ４００へ送信する（Ｓ７３）。そして、Ｓ７１へ戻る。また、ＩＤコードが一致す
る場合には（Ｓ７２：ＹＥＳ）、ＨＴ４００が取得しようとしているパチンコ機１の管理
用ＩＣタグ２４と通信をしているとういことなので、監視情報を取得するために、Ｒ／Ｗ
ユニット３０へ監視情報の送信を依頼する依頼情報を送信し（Ｓ７４）、Ｓ７１へ戻る。
【００８０】
　また、依頼情報を含む呼出波を受信していない場合には（Ｓ７１：ＮＯ）、Ｒ／Ｗユニ
ット３０から監視情報を受信したか否かを確認する（Ｓ７５）。依頼情報を受取ったＲ／
Ｗユニット３０は、パチンコ機１が認証状態であれば、ＥＥＰＲＯＭ３２に記憶されてい
る監視情報３２３を送信してくる（図１７：Ｓ１２：ＹＥＳ、Ｓ１３：ＹＥＳ、Ｓ１４）
。監視情報を受信した場合には（Ｓ７５：ＹＥＳ）、受信した監視情報を含む反射波をア
ンテナ２４ｂから送信し（Ｓ７６）、Ｓ７１へ戻る。監視情報を受信していない場合には
（Ｓ７５：ＮＯ）、Ｒ／Ｗユニット３０からエラー情報を受信したか否かを確認する（Ｓ
７７）。依頼情報を受取ったＲ／Ｗユニット３０は、パチンコ機１が認証状態でなければ
、認証状態でないこと旨を示すエラー情報を送信してくる（図１７：Ｓ１２：ＹＥＳ、Ｓ
１３：ＮＯ、Ｓ１５）。エラー情報を受信した場合には（Ｓ７７：ＹＥＳ）、認証状態で
ないこと旨を示すエラー情報を含む反射波をアンテナ２４ｂから送信し（Ｓ７８）、Ｓ７
１へ戻る。エラー情報を受信していない場合には（Ｓ７７：ＮＯ）、なにもせずにＳ７１
へ戻る。以上の処理を繰り返し実施することにより、継続して送受信処理が行われる。
【００８１】
6.実施の形態と請求項との対比
　尚、図７に示すＥＥＰＲＯＭ２４ｃが管理用ＩＣタグの「管理用ＩＣタグ識別情報記憶
手段」に相当し、図１５に示す認証用登録情報３２２が記憶されているＲ／Ｗユニット３
０のＥＥＰＲＯＭ３２（図４参照）の認証用登録情報記憶エリアがＩＣタグ監視装置の「
識別情報記憶手段」に相当し、図１６に示す監視情報３２３が記憶されているＲ／Ｗユニ
ット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の監視情報記憶エリアがＩＣタグ監視装置の「監視情報記憶
手段」に相当する。図４に示すＲ／Ｗユニット３０のＲＦ回路３５及び認証用アンテナ１
２８がＩＣタグ監視装置の「呼出波送信手段」及びＩＣタグ監視装置の「反射波受信手段
」に相当する。
【００８２】
　また、図２１に示す監視情報閲覧処理のフローチャートのＳ５６の処理を実施するＣＰ
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Ｕ４１１が携帯情報端末の「第１依頼情報送信手段」として機能し、Ｓ５７の処理を実施
するＣＰＵ４１１が携帯情報端末の「第２監視情報受信手段」として機能する。また、図
２２に示す管理用ＩＣタグ２４の送受信処理のフローチャートのＳ７１の処理を実施する
ＣＰＵ２４ｆが管理用ＩＣタグの「第１依頼情報受信手段」として機能し、Ｓ７４の処理
を実施するＣＰＵ２４ｆが管理用ＩＣタグの「第２依頼情報送信手段」として機能し、Ｓ
７５の処理を実施するＣＰＵ２４ｆが管理用ＩＣタグの「第１監視情報受信手段」として
機能し、Ｓ７６の処理を実施するＣＰＵ２４ｆが管理用ＩＣタグの「第２監視情報送信手
段」として機能する。また、図１７に示すメイン処理のフローチャートのＳ１２の処理を
実施するＣＰＵ３１がＩＣタグ監視装置の「第２依頼情報受信手段」として機能し、Ｓ１
４の処理を実施するＣＰＵ３１がＩＣタグ監視装置の「第１監視情報送信手段」として機
能し、Ｓ７～Ｓ１１の処理を実施するＣＰＵ３１がＩＣタグ監視装置の「認証判定手段」
として機能し、Ｓ１３，Ｓ１４の処理を実施するＣＰＵ３１がＩＣタグ監視装置の「監視
情報送信制御手段」として機能する。
【００８３】
7.実施の形態の効果
　以上説明したように、上記の実施の形態の監視システムでは、監視用ＩＣタグ８６，監
視用ＩＣタグ１８６により基板ボックス８０及び大入賞口１６の開放を監視し、その監視
情報をＲ／Ｗユニット３０に記憶することができる。また、Ｒ／Ｗユニット３０に記憶さ
れた監視情報は、遊技場内に設置された管理端末装置１００にも送信され、記憶される。
また、管理端末装置１００からはホールコンピュータ３００へ監視情報が送られて、ホー
ルコンピュータ３００で遊技場内の全てのパチンコ機１の監視情報を管理できるようにな
っている。
【００８４】
　また、パチンコ機１の本体枠１１０、前面枠１１１及び機枠１１２を開錠する鍵１２１
には認証用ＩＣタグ１２６が埋め込まれており、パチンコ機１の鍵穴１２０に正規の鍵１
２１を差し込むことにより、パチンコ機１が認証状態となる。そして、ＨＴ４００はパチ
ンコ機１が認証状態となっている場合に、パチンコ機１に貼り付けられている認証用ＩＣ
タグ１２６と通信することによりＲ／Ｗユニット３０に記憶されている監視情報を取得す
ることができる。したがって、操作者はパチンコ機１の鍵穴１２０に鍵１２１を差し込ん
で、ＨＴ４００を操作することによって、パチンコ機１の監視情報を閲覧することができ
る。
【００８５】
8.変形例の説明
　尚、本発明は、以上詳述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能
である。以下に、本発明を適用する実施の形態の変形例について説明する。まず、本実施
形態では装置として、遊技機の一種であるパチンコ機を例に挙げているが、装置は遊技機
であるパチンコ機に限られず、パチコン機、パチスロ台等の各種の遊技機に適用可能であ
る。さらに、遊技機に限らず、所定の動作を行って製品を製造する工作機械、所定の動作
を行って商品を販売する自動販売機、所定の動作を行ってサービスを提供するサービス提
供装置等にも適用可能である。
【００８６】
　また、上記実施の形態では、移動を監視される被監視部材としてパチンコ機１の基板ボ
ックス８０及び大入賞口１６を扱い、夫々一箇所に監視用ＩＣタグを設置したが、移動を
監視される部材はこれに限らず、他の入賞口や普通図柄始動ゲート、センターカバー９０
や各種基板に設置して、その開閉状態を監視してもよい。また、本体枠１１０、前面枠１
１１又は機枠１１２に監視用ＩＣタグを備え、前面枠１１１と本体枠１１０、本体枠１１
０と機枠１１２の開閉を監視してもよい。また、監視用ＩＣタグを設置する場所は各部材
に一箇所である必要はなく、複数の位置に設置してもよい。さらに、装置がパチンコ機１
でない場合にはもちろん、移動を監視される部材は上記実施の形態の部材に限らず、装置
に備えられ、開閉が行われる開閉部材や装置を構成する構成部材であればよく、開閉部材
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の開閉や構成部材の所在を監視するために、１つ又は複数の監視用ＩＣタグを開閉部材や
構成部材に設置して、その部材の移動を監視してもよい。
【００８７】
　また、上記実施の形態では認証用登録情報３２２に記憶できる認証用ＩＣタグ１２６の
ＩＤコードを８個として扱ったが、これは８個に限らずそれ以上であっても、以下であっ
てもよく、１つであってもよい。また、上記実施の形態では、認証用ＩＣタグ１２６を鍵
１２１に埋め込ませたが、認証用ＩＣタグ１２６を備えた認証部材は必ずしも鍵１２１に
埋め込まれている必要はなく、操作担当者の名札や身分証、制服、筆記用具等に埋め込ま
れていてもよく、また、認証部材として単独で存在していてもよく、形状もカード型のプ
ラスチック板、指輪型、スティック型、布地への埋め込みなどでもよい。
【００８８】
　また、上記実施の形態では、ＨＴ４００としてＰＤＡの形状をしている端末装置を使用
したが、これはＰＤＡに限らず、携帯電話や他の携帯情報端末や専用機でも構わず、管理
用ＩＣタグ２４と通信可能なＲＦ回路４１０及びアンテナ４０２を備えていれば良い。
【００８９】
　また、上記実施の形態では、監視情報依頼情報を受信した管理用ＩＣタグ２４が備えら
れているパチンコ機１が、ＨＴ４００が監視情報を取得しようとしているパチンコ機１で
あるか否かの確認を、依頼情報と共に呼出波に含まれているＩＤコードが、管理用ＩＣタ
グ２４のＥＥＰＲＯＭ２４ｃに記憶されている自身のＩＤコードと一致するか否かにより
判断している。しかし、確認方法はこれに限らず、ＨＴ４００側で、管理用ＩＣタグ２４
から送信されてきた監視情報を含む反射波に含まれているＩＤコードが、管理用ＩＣタグ
ＩＤコード記憶エリア４１４２に記憶されている、監視情報を取得しようとしているパチ
ンコ機のＩＤコードと一致するか否かにより判断しても良い。
【００９０】
　また、上記実施の形態では、Ｒ／Ｗユニット３０が収集した監視情報を、Ｒ／Ｗユニッ
ト３０のＥＥＰＲＯＭ３２の監視情報記憶エリアに記憶しているが、この監視情報を管理
用ＩＣタグ２４のＥＥＰＲＯＭ２４ｃに記憶しても良い。この場合には、ＨＴ４００から
依頼情報が管理用ＩＣタグ２４へ送信された際に、管理用ＩＣタグ２４からＲ／Ｗユニッ
ト３０へ依頼情報を送信してＲ／Ｗユニット３０から監視情報を取得することなく、ＨＴ
４００へ監視情報を含む反射波をアンテナ２４ｂから送信することができる。しかし、監
視情報を外部へ出力するためには、パチンコ機１が認証状態となっていなければならない
。そこで、管理用ＩＣタグ２４においてパチンコ機１が認証状態であるか否かの状態を把
握する必要がある。そのために、Ｒ／Ｗユニット３０において、パチンコ機１を認証状態
とすると判定されて認証フラグをＯＮとした際や（図１７：Ｓ１０）、パチンコ機１を認
証状態としないと判定されて認証フラグをＯＦＦとした際に（図１７：Ｓ１１）、その情
報をＲ／Ｗユニット３０から管理用ＩＣタグ２４へ送信し、管理用ＩＣタグ２４ではその
情報をＲ／Ｗユニット３０から受信した際に、管理用ＩＣタグ２４での認証フラグをＯＦ
Ｆ／ＯＮして監視し、認証状態であるか否かの状態を把握すればよい。
【００９１】
【発明の効果】
　以上、説明したように、請求項１に係る発明の監視システムでは、監視システムの認証
部材に備えられた認証用ＩＣタグは、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶する
ことができる。また、装置のＩＣタグ監視装置に備えられた管理用ＩＣタグは、監視用Ｉ
Ｃタグと通信を行い部材の移動を監視し、携帯情報端末と通信することができる。また、
携帯情報端末の第１依頼情報送信手段は、管理用ＩＣタグへ監視情報の送信を依頼する依
頼情報を送信し、第２監視情報受信手段は、管理用ＩＣタグから送信された監視情報を受
信することができる。また、管理用ＩＣタグの管理用ＩＣタグ識別情報記憶手段は、他の
ＩＣタグと区別するための識別情報を記憶し、第１依頼情報受信手段は、第１依頼情報送
信手段から送信された依頼情報を受信し、第２依頼情報送信手段は、第１依頼情報受信手
段が受信した依頼情報をＩＣタグ監視装置へ送信し、第１監視情報受信手段は、ＩＣタグ
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監視装置から送信された監視情報を受信し、第２監視情報送信手段は、第１監視情報受信
手段が受信した監視情報を第２監視情報受信手段へ送信することができる。また、ＩＣタ
グ監視装置の監視情報記憶手段は、監視情報を記憶し、第２依頼情報受信手段は、第２依
頼情報送信手段から送信された依頼情報を受信し、第１監視情報送信手段は、監視情報記
憶手段に記憶されている監視情報を第１監視情報受信手段に送信し、識別情報記憶手段は
、認証用ＩＣタグの識別情報を記憶し、呼出波送信手段は、認証用ＩＣタグを呼び出す呼
出波を送信し、反射波受信手段は、認証用ＩＣタグから返送される反射波を受信し、認証
判定手段は、反射波受信手段が、識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と同一の識
別情報を含む反射波を受信した場合に、装置を認証状態に移行とし、監視情報送信制御手
段は、第２依頼情報受信手段が依頼情報を受信した際に、装置が認証状態である場合に、
第１監視情報送信手段は監視情報記憶手段に記憶されている監視情報を第１監視情報受信
手段に送信することができる。したがって、装置が認証状態である場合にのみ、携帯情報
端末は監視情報を取得することができるので、認証部材を有しない者が監視情報を取得す
ることがない。
【００９２】
　また、請求項２に係る発明の監視システムでは、請求項１に記載の発明の効果に加えて
、監視情報は、前記装置の前記部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び監視用Ｉ
Ｃタグが備えられている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履歴データ
を用いることができる。
【００９３】
　また、請求項３に係る発明の監視システムでは、請求項１又は２に記載の発明の効果に
加えて、装置は遊技機を用いることができる。したがって、認証部材を有するものが、遊
技機の監視情報を携帯情報端末で閲覧することができる。
【００９４】
　また、請求項４に係る発明の監視システムでは、請求項３に記載の発明の効果に加えて
、遊技機の機枠は遊技機を設置する遊技機設置台に遊技機を固定し、本体枠は遊技機の本
体を機枠に設置し、前面枠は遊技球が流下する遊技領域を保護することができる。また、
鍵と錠とで構成された施錠装置は、機枠と本体枠、及び本体枠と前面枠とを施錠し、鍵は
認証部材を備えることができる。したがって、遊技機の機枠、本体枠及び前面枠を開錠す
る鍵と認証部材を共用することができるので、係員は多数の鍵を管理する必要がない。
【００９５】
　また、請求項５に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、装置のＩＣタグ監視装置は、
携帯情報端末と通信するための管理用ＩＣタグを備え、監視用ＩＣタグと通信を行う。ま
た、管理用ＩＣタグの管理用ＩＣタグ識別情報記憶手段は、他のＩＣタグと区別するため
の識別情報を記憶し、第１依頼情報受信手段は、携帯情報端末から送信された監視情報の
送信を依頼する依頼情報を受信し、第２依頼情報送信手段は、第１依頼情報受信手段が受
信した依頼情報をＩＣタグ監視装置へ送信し、第１監視情報受信手段は、ＩＣタグ監視装
置から送信された監視情報を受信し、第２監視情報送信手段は、第１監視情報受信手段が
受信した監視情報を携帯情報端末へ送信することができる。また、ＩＣタグ監視装置の監
視情報記憶手段は、監視情報を記憶し、第２依頼情報受信手段は、第２依頼情報送信手段
から送信された依頼情報を受信し、第１監視情報送信手段は、監視情報記憶手段に記憶さ
れている監視情報を第１監視情報受信手段に送信し、識別情報記憶手段は、認証用ＩＣタ
グの識別情報を記憶し、呼出波送信手段は、認証用ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信し、
反射波受信手段は、認証用ＩＣタグから返送される反射波を受信し、認証判定手段は、反
射波受信手段が、識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と同一の識別情報を含む反
射波を受信した場合に、装置を認証状態に移行とし、監視情報送信制御手段は、第２依頼
情報受信手段が依頼情報を受信した際に、装置が認証状態である場合に、第１監視情報送
信手段は監視情報記憶手段に記憶されている監視情報を携帯情報端末に送信することがで
きる。
【００９６】
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　また、請求項６に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、請求項５に記載の発明の効果
に加えて、監視情報は、装置の部材の移動が発生した日付、時刻、監視結果及び監視用Ｉ
Ｃタグが備えられている位置を特定する位置特定符号の少なくとも１つを含む履歴データ
を用いることができる。
【００９７】
　また、請求項７に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、請求項５又は６に記載の発明
の効果に加えて、装置は遊技機を用いることができる。
【００９８】
　また、請求項８に係る発明のＩＣタグを備えた装置では、請求項７に記載の発明の効果
に加えて、遊技機の機枠は遊技機を設置する遊技機設置台に遊技機を固定し、本体枠は遊
技機の本体を機枠に設置し、前面枠は遊技球が流下する遊技領域を保護することができる
。また、鍵と錠とで構成された施錠装置は、機枠と本体枠、及び本体枠と前面枠とを施錠
し、鍵は認証部材を備えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本実施の形態の監視システムの構成図である。
【図２】　図２は、パチンコ機１の前面枠１１１及び本体枠１１０を開いた状態をパチン
コ機１の前面から見た斜視図である。
【図３】　図３はパチンコ機１の背面図である。
【図４】　図４は、パチンコ機１及びパチンコ機１に付属したＲ／Ｗユニット３０の電気
的構成を示すブロック図である。
【図５】　図５は、監視用ＩＣタグ８６の平面図である。
【図６】　図６は、監視用ＩＣタグ８６の電気的回路構成を示すブロック図である。
【図７】　図７は、管理用ＩＣタグ２４の電気的回路構成を示すブロック図である。
【図８】　図８は、基板ボックス８０の斜視図である。
【図９】　図９は、開閉扉１６ａが開放されている状態のアタッカ部材１６０の斜視図で
ある。
【図１０】　図１０は、鍵１２１の平面図である。
【図１１】　図１１は、ＨＴ４００の斜視図である。
【図１２】　図１２は、ＨＴ４００の電気的構成のブロック図である。
【図１３】　図１３は、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の登録情報記憶エリアに
記憶されている登録情報３２１の模式図である。
【図１４】　図１４は、Ｒ／Ｗユニット３０のＲＡＭ３３の監視処理使用データ記憶エリ
アに記憶されている監視処理使用データ３３１の模式図である。
【図１５】　図１５は、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の認証用登録情報記憶エ
リアに記憶されている認証用登録情報３２２の模式図である。
【図１６】　図１６は、Ｒ／Ｗユニット３０のＥＥＰＲＯＭ３２の監視情報記憶エリアに
記憶されている監視情報３２３の模式図である。
【図１７】　図１７は、Ｒ／Ｗユニット３０で行われるメイン処理のフローチャートであ
る。
【図１８】　図１８は、Ｒ／Ｗユニット３０で行われるメイン処理の中で行われる監視処
理のフローチャートである。
【図１９】　図１９は、ＨＴ４００の表示パネル４０３に表示されるパチンコ機監視メニ
ュー画面４０３ａのイメージ図である。
【図２０】　図２０は、ＨＴ４００の表示パネル４０３に表示される監視情報メニュー画
面４０３ｂのイメージ図である。
【図２１】　図２１は、ＨＴ４００のパチンコ機監視メニュー画面４０３ａで「監視情報
メニュー」を選択した際に行われる監視情報閲覧処理のフローチャートである。
【図２２】　図２２は、管理用ＩＣタグ２４で行われる送受信処理のフローチャートであ
る。
【符号の説明】
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　１ パチンコ機
１６ 大入賞口
１６ａ 開閉扉
２４ 管理用ＩＣタグ
２４ｃ ＥＥＰＲＯＭ
２４ｆ ＣＰＵ
３０ Ｒ／Ｗユニット
３１ ＣＰＵ
３２ ＥＥＰＲＯＭ
３５ ＲＦ回路
８０ 基板ボックス
８０ａ 上蓋部
８６ 監視用ＩＣタグ
１１０ 本体枠
１１１ 前面枠
１１１ａ ガラス板
１１２ 機枠
１１３ 本体
１２０ 鍵穴
１２１ 鍵
１２６ 認証用ＩＣタグ
１２８ 認証用アンテナ
１８６ 監視用ＩＣタグ
３２１ 登録情報
３２２ 認証用登録情報
３２３ 監視情報
４００ ＨＴ
４０３ａ パチンコ機監視メニュー画面
４０３ｂ 監視情報メニュー画面
４１０ ＲＦ回路
４１１ ＣＰＵ
４１４ フラッシュメモリ
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【図１７】 【図１８】
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